
道路運送法第 9 条第 4 項及び同法施行規則第 9 条第 2 項に掲げる 

協議が調っていることの証明書（案） 

 

 

東海村地域公共交通会議において,下記事項に関し,協議が調ったことを証明する。 

 

記 

 

1. 茨城 MaaS 事業に係る路線バス電子乗車券の発売期間の延長について 

（利用可能エリア） 

  東海村内に限る 

 

（発売商品） 

  東海村内路線バス 1 日乗車券（発売金額 大人 600 円 小人 300 円） 

 

（発売方法） 

アプリによる購入ならびに決済（クレジットカード登録による） 

 

（利用方法） 

購入した電子チケットを,バス降車時に乗務員へ掲示 

 

（実施期間） 

2023 年 4 月 1 日 2024 年 3 月末日を予定 

 

 

 

 

 

令和５年１月２０日 

東海村地域公共交通会議 

会 長  萩 谷  浩 康 

資料３ 


